
 第２８号議案 

 

 

京都中部地区広域市町村圏協議会の廃止について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定に

より、平成２５年３月３１日をもって京都中部地区広域市町村圏協

議会を廃止するため、議会の議決を求める。 

 

   平成２４年１２月４日提出 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  
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京都中部地区広域市町村圏協議会の廃止について 

 

 

 国の広域行政圏施策の転換等を踏まえ、平成２５年３月３１日を

もって京都中部地区広域市町村圏協議会を廃止すること。 
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